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問い合わせ先 ： 県土整備部まちづくり局市街地整備課 （078-362-9305）

③促進区域
→被災市街地(山側)

④被災市街地
→高台エリア（その他）

⑤被災市街地
→同エリア(山側)

住民のメリット

・再建地として借地が提供される。
・所有地売却により再建資金が得られる。
・住宅建設費借入金の利子補給、移転費の
補助が受けられる。

・自己所有地で再建可能。
・移転費の補助が受けられる。

・既存市街地内の自己所有地で再建可能。
・移転費の補助が受けられる。

・高台の自己所有地で再建可能。

・既存市街地内の自己所有地で再建可能。

②促進区域
→高台エリア(その他)

≪提案≫ツイン型土地区画整理事業と防災集団移転促進事業の合併施行

１ 現状と課題
・被災市街地において、津波による被害が甚大
・住宅等の高台移転の要望が多い
・高台での住宅地の確保と被災市街地のまちづくりが課題

４ 権利者別の移転パターン

仮換地指定前の従前地を
移転促進事業により買取

買収・換地手法

５ 事業進捗のシナリオ
高台移転、既存市街地での再建などの住民の意向を把握し、高台の開発規模を設定した上で、下記の

段階に応じた整備を推進

移転ﾊﾟﾀｰﾝ(従前→従後)

①促進区域
→住宅団地(防集)

提案の趣旨 ６月13日に提案した土地区画整理事業と防災集団移転促進事業を併用して段階的に進めることにより、被災市街地の復興と住民の高台への移転、安全な市街地への移転等の選択肢を確保する。

６ 事業実施上の課題
① 防災集団移転促進区域内の宅地の買取単価は、災害危険区域に指定される前提での低い単価となる

ため、周辺地と均衡のとれた単価とする必要がある。
② 防災集団移転促進事業により高台用地（住宅団地）の買収限度額及び戸当たり限度額（総額）の

増額が必要となる。
③ 土地区画整理事業における補助金の特例として、阪神・淡路大震災と同様、幅員６ｍ以上の都市

計画道路を認める必要がある。

被災市街地(山側)へ
仮換地指定

通常の飛換地

エリア間の飛換地

高台エリアに仮換地指定

２ ツイン型土地区画整理事業
（１）方法

・被災市街地エリアと高台エリアをセットに１つの土地区画整理事業区域を設定
・２つのエリア間で飛換地制度を活用

（２）土地利用の考え方
①被災市街地エリア

・ 海側には、港施設、防潮堤、公園等を配置
・ 山側には、市街地での居住希望者の住宅地を配置

②高台エリア
・高台移転希望者の住宅地を配置

（３）先行買収
・高台エリアについては、ＵＲ等が用地取得、粗造成した後、市が住宅用地・公共用地として買戻し
・被災市街地エリアについては、市が転出希望の権利者から公共用地として先行買収

３ 防災集団移転促進事業
（１）方法

・高台移転の意向を集約し、ＵＲ等を活用して高台用地を取得、粗造成
・被災市街地内に住宅の移転を促す防災集団移転促進区域を設定し、市が買取
・区域内から高台に移転するなど居住者の意向に添った移転を促進

（２）補助メニュー
・住宅団地の用地取得、造成費（移転者が購入する場合は対象外）
・移転促進区域内の農地、宅地等の買取費（買取後は災害危険区域に指定）
・移転者の住宅建設、土地購入のための借入金に係る利子相当額
・住宅団地の道路、水道施設、集会施設等の公共施設の整備費
・移転者の住宅の移転に伴い必要となる共同作業所、共同加工所等の整備費
・移転者の住居の移転費（従前家屋の除去費を含む。住宅団地に移転しなくても補助可能。）

（３）国の補助
・補助率３／４
・各メニューごとに限度額あり。総額で戸当たり限度額約１７百万円

平成23年10月4日
関西広域連合広域防災局（兵庫県市街地整備課）
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